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         資料 １ 目黒区芸術文化振興条例 

 

 

 

 

平成 14 年 7 月 1 日 

目黒区条例第 43 号 

 (目的) 

第 1 条 この条例は、芸術文化の振興に関し、その基本理念を定め、目黒区(以下「区」という。)

の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって地域における芸術文化の振興を図ることを目的とする。 

(基本理念) 

第 2 条 芸術文化の振興は、広く区民が芸術文化を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造するこ

とができる環境の整備を図ることにより、区民の主体的な活動を一層促進し、区民一人一人の心豊

かな生活及び活力ある地域社会の実現に資することを基本として行うものとする。 

2 芸術文化の振興に当たっては、芸術文化活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重するもの

とする。 

(区の責務) 

第 3 条 区は、基本理念にのっとり、芸術文化の振興を図るため、その施策を総合的かつ計画的に

推進するものとする。 

2 区は、芸術文化の振興のための施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

3 区は、国及び他の地方公共団体と連携し、芸術文化の振興を図るものとする。 

4 区は、芸術文化活動を行う区民と連携及び協力をし、地域における人材、情報等を生かして、と

もに芸術文化の振興を図るものとする。 

(芸術文化振興のための計画) 

第 4 条 区長は、芸術文化の振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定す

るものとする。 

2 区長は、前項の計画を策定するときは、あらかじめ区民の意見を反映させるため、適切な措置を

講じなければならない。 

(芸術文化振興のための条件整備) 

第 5 条 区は、地域における芸術文化活動の活性化及び発展を図るため、芸術文化施設を整備し、

又は有効に活用することにより、芸術文化活動の場及び機会を積極的に提供するとともに、必要な

情報の収集及び提供に努めるものとする。 

2 区は、区民の芸術文化活動が幅広く展開されるよう必要な支援を行うものとする。 

(伝統文化の保存等) 

第 6 条 区は、将来にわたり伝統文化を保存し、継承し、及び発展させるため、必要な措置を講ず

るものとする。 

(芸術文化の担い手の育成) 

第 7 条 区は、芸術文化を継承し、又は発展させる者、芸術文化の創造的活動を行う者その他の芸

術文化を担う者に対して必要な支援を行うことにより、その育成に努めるものとする。 

(高齢者、障害者等のための芸術文化の振興) 

第 8 条 区は、高齢者、障害者等の芸術文化活動の促進を図るため、高齢者、障害者等が活発に活

動できる環境の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(青少年のための芸術文化の振興) 
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第 9 条 区は、次代を担う青少年の豊かな人間性を育み、芸術文化への理解を深めるため、青少年

の芸術文化活動の充実を図るものとする。 

(国の内外との芸術文化交流) 

第 10 条 区は、地域における芸術文化活動の活性化を図るため、国の内外の地域との芸術文化の交

流を図るものとする。 

(顕彰) 

第 11 条 区は、優れた芸術文化活動を奨励し、芸術文化活動の発展を図るため、芸術文化に関する

顕彰をすることができる。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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         資料 ２ 芸術文化に関する意識調査結果（抜粋） 

 

 

 

 

Q .芸術文化に触れたり、活動することをどう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q .今後、芸術文化の振興に大切だと思うことは何ですか。（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q .あなたは、この 1 年間に芸術文化に関わる活動（鑑賞や創作、参加など）をしましたか。（茶

道、華道、書道などの生活文化も含みます。地域、場所は問いません。） 

       

  

67.9%

31.2%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

無回答（N=923）

60.6%

34.3%

0.9%

0.1%

2.6%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に大切だと思う

ある程度は必要だと思う

あまり大切だとは思わない

全く大切ではない

考えたことがない

無回答

（N=923）

69.3%

51.1%

30.2%

56.4%

46.6%

14.4%

36.2%

36.9%

4.6%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの頃から親しめる芸術文化の振興

高齢者が生きがいを持って親しめる芸術文化の充実

地域での参加型芸術文化の体験

日本の伝統文化に触れる機会の充実

芸術文化全般に触れる機会の拡大

コンピュータなどの情報通信を活用した芸術文化の普及啓発

日常生活における時間的余裕

海外の芸術文化との交流

その他

無回答（N=923）

その他の内容： 

子どもからお年寄りまで楽しめ

る芸術文化の充実、日本の伝統

文化、地域内での芸術祭、住民

自身が作り手となる振興策など 
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Q .前の問で「いいえ」と答えた方に伺います。体験をしなかった理由は何ですか。（複数回答） 

 
 

Q .２つ前の問で「はい」と答えた方に伺います。あなたはどのくらいの頻度で芸術文化活動を

行いますか。 

             

 

Q .あなたが良く接する芸術文化のジャンルは何ですか。(複数回答) 

 

  

21.9%

40.3%

52.1%

18.1%

12.2%

6.3%

2.8%

8.3%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望する事業がないから

出かける時間がないから

行く機会を持てなかったから

他に好きなことがあるから

興味がないから

参加費が高いから

参加の際に子どもを保育してくれる

制度がついていなかったから

その他

無回答（N=288）

6.4%

23.8%

25.2%

27.8%

15.5%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年に１回程度

半年に１回程度

３か月に１回程度

１月に１～３回程度

１月に４回以上

無回答
（N=627）

67.3%

56.6%

37.9%

36.1%

14.2%

10.7%

19.1%

12.5%

28.4%

3.4%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

音楽、演劇やミュージカルなど

絵画、版画、彫刻、工芸、陶芸、写真などの美術品

歴史的な建物や文化遺産

アニメーション、映画などのメディア芸術

雅楽、能楽、狂言、文楽、歌舞伎などの伝統芸能

地域で伝えられている音楽、舞踊、演劇、演芸などや祭り

茶道、華道、書道、囲碁将棋などの生活文化

講談、落語、浪曲、漫才などの芸能

小説、詩、短歌、俳句などの文学

その他

無回答（N=923）

その他の内容： 

体が不自由、介護により時間が

ない、いつ・どこで・何をして

いるのか情報がない など 

その他の内容： 

スポーツ、ダンス、ギャラリー

経営 など 
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Q .あなたがよく芸術文化に接する方法はどれですか。（複数回答） 

 

 

Q .あなたが行う芸術文化活動は下記のうち、どれが多いですか。(複数回答) 

 

 

 

Q .あなたがよく出かける芸術文化活動の場所はどこですか。(複数回答) 

 

  

56.7%

64.5%

38.8%

23.6%

6.1%

21.6%

8.3%

35.9%

3.7%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

演劇、コンサートや伝統芸能など文化施設における鑑賞

美術館、博物館など、展示物の鑑賞

歴史的な建物や文化遺産などの見学

地域で行われるイベントやお祭りへの参加

企画もののワークショップへの参加

同じ趣味の仲間との集まりへの参加

学校・文化教室等での体験授業

自宅での鑑賞や制作

その他

無回答（N=923）

76.4%

51.1%

33.6%

5.7%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会場に出掛ける

テレビ・ラジオで鑑賞する

CD・DVD・インターネット等

コンピュータなどの情報通信機器で鑑賞する

その他

無回答（N=923）

34.8%

52.3%

8.9%

43.6%

14.1%

6.8%

8.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目黒区内の公共施設

他の区市町村の公共施設

目黒区内の民間施設

他の区市町村の民間施設

海外

その他

無回答（N=923）

その他の内容： 

自宅での演奏、写真撮影・現像・制

作、自宅で教室をひらく、パソコン

サイトに投稿 など 

その他の内容： 

日々忙しく接する時間がない、

テレビ、施設に入っているので

機会がない など 

その他の内容： 

自然遺産・景勝地、友人宅など 
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Q .芸術文化施設で行ったことがあるのはどこですか。(複数回答) 

      

 

Q .あなたは芸術文化に触れる機会の情報をどこで入手していますか。 

 

 

 

Q .あなた自身が芸術文化を体験しようと決めるとき、優先する要素は何ですか。 

 

  

50.3%

15.8%

34.3%

16.6%

9.4%

70.6%

65.8%

26.9%

1.8%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

めぐろパーシモンホール

中目黒GTプラザホール

目黒区美術館

区民ギャラリー

めぐろ歴史資料館

上記以外の国内劇場・ホール

上記以外の国内美術館・博物館

海外の芸術文化施設

その他

無回答（N=923）

29.0%

12.5%

8.9%

4.2%

35.4%

6.5%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

新聞・雑誌

テレビ･ラジオ

区報・チラシ

公共機関の掲示板

インターネット（ホームページ・

ツイッター・フェイスブック・メールなど）

その他

無回答（N=542）

6.6%

83.1%

3.1%

3.3%

1.5%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

交通の便利さ

催し物の内容

料金設定

開催の時間帯

その他

無回答（N=752）

その他の内容： 

いわゆる箱ものと呼ばれているよう

な施設には行ったことがないなど 

その他の内容： 

友人から、イベント機関からのダイ

レクトメール、電車内の中吊り広告、

口コミ など 

その他の内容： 

一人でも参加しやすいこと、場所・内容・

価格のバランス、子どもをつれていける

か、障害者への割引 など 
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Q .区民の芸術文化体験を充実させるために、大切なことは何だと思いますか。(複数回答) 

 

 

Q .あなたが子どもの頃、最も親しんでいた芸術文化は何ですか。 

 
 

Q .子どもの頃からの芸術文化に触れる体験は必要だと思いますか。 

     

  

44.3%

48.5%

23.0%

30.6%

24.5%

54.4%

3.4%

6.1%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホール、劇場、美術館、博物館などの文化施設の充実

公演、展覧会、芸術祭などの文化事業の充実

地域で伝えられている音楽、舞踊、演劇、演芸などや

祭りなどの継承・保存と活用

歴史的な建物や文化遺産などを活かしたまちづくりの推進

芸術家や文化団体の活動支援と地域の芸術家の積極的な活用

子どもの頃から学習機会を充実させるなど、

芸術文化に対する意識の育成

特に必要ない

その他

無回答（N=923）

48.7%

17.6%

18.7%

3.9%

2.6%

5.8%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校や行事での鑑賞体験や創作体験

美術館など文化施設に行っていたこと

地域の祭りなどに参加したこと

芸術文化には親しんでいない

わからない

その他

無回答（N=745）

72.2%

24.7%

0.2%

0.1%

0.8%

0.5%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても必要だと思う

ある程度は必要だと思う

あまり必要だとは思わない

他に必要なことがあると思う

考えたことがない

わからない

無回答（N=923）

その他の内容： 

区民に対する積極的な広報活動、入場料

の値下げ、職員や企画側の熱意 など 

その他の内容： 

習い事、映画、レコード、写真、本、ミュージカ

ル、部活、教科書・マンガ、図書館 など 
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Q .目黒区の芸術文化に関する環境、例えば鑑賞機会、参加の機会、文化財や伝統芸能の保存な

どに、満足していますか。 

    

 

Q .住んでいる地域で行いたい芸術文化活動は何ですか。 

 

 

Q .地域の芸術文化に関する環境を、満足できるものに保つために、何が１番必要だと思います

か。 

 
  

3.5%

26.2%

19.8%

8.6%

39.3%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足している

ある程度は満足している

あまり満足していない

満足していない

わからない

無回答（N=923）

24.7%

33.9%

11.6%

10.5%

5.5%

6.8%

3.4%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

著名な芸術家による専門性の高い演技や作品の鑑賞

気軽に参加できる身近な芸能の公演や展覧会の鑑賞

地域の歴史的な建物や文化遺産などの見学

地域で行われるイベントやお祭りへの参加

地域での参加型ワークショップ

同じ趣味仲間との集まりでの活動

その他

無回答
（N=813）

4.6%

39.1%

12.4%

3.5%

4.7%

13.5%

16.4%

1.8%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域での練習や作品制作の場の整備

地域でも音楽や演劇、美術等に触れる機会が多いこと

地域の人と共に継続的に行う、

趣味や生きがいとなる芸術文化活動

芸術文化活動が困難な人たちへの支援

地域のサークルや芸術文化の活動団体への支援

文化、イベントの多様な方法による情報提供

芸術文化を学ぶ機会の充実（学校教育や生涯学習）

その他

無回答
（N=847）

その他の内容： 

青少年が安価に学び、集える場所を提供

する、鑑賞だけではなく実際に教えても

らう等楽しく集う機会を増やす など 

その他の内容： 

無料で気軽に参加できる機会が多いこと、

子どもが芸術に接する機会を増やすこと、

交通の改善 など 
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Q .現在の目黒区の芸術文化施策に満足していますか。  

       

 

Q .これからの目黒区の芸術文化の振興に最も期待することは何ですか。 

 
 

 

  

4.7%

26.9%

20.2%

8.8%

37.1%

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足している

ある程度は満足している

あまり満足していない

満足していない

わからない

無回答
（N=923）

21.2%

25.1%

8.6%

2.4%

10.6%

21.1%

5.5%

2.5%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

区が主導で開催する芸術文化に関わる催物の開催

民間活力を活用した芸術文化事業の推進

文化団体や芸術文化活動をする人、創作家の活動機会の創出

芸術文化活動を行う上での相談窓口の設置

区民が芸術文化活動できる公共施設の提供

芸術文化を取り入れた学校教育や生涯学習の推進

区に期待することはない

その他

無回答（N=871）

その他の内容： 

うまく民間を活用する、区内でも地域によ

り参加できる活動に偏りがある など 
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         資料 ３ めぐろ芸術文化振興プラン改定の経過 

 

 

 

 

 

平成２６年  ６月  ・目黒区芸術文化振興計画改定検討会設置要領制定 

         ・目黒区芸術文化振興計画改定検討会（以下「検討会」という）設置 

・目黒区芸術文化振興計画改定懇話会設置要綱制定 

      ７月 ・第１回 検討会開催 

      ８月  ・目黒区芸術文化振興計画改定懇話会（以下「懇話会」という）設置 

 ・第１回 懇話会開催 

      ９月  ・芸術文化に関する意識調査実施（～１０月） 

     １０月 ・第２回 懇話会開催 

     １２月 ・第２回 検討会開催 

平成２７年  １月 ・第３回 懇話会開催 

        ・第４回 懇話会開催 

     ３月  ・第５回 懇話会開催 

     ４月  ・第３回 検討会開催 

      ５月  ・第６回 懇話会開催 

      ６月  ・懇話会「めぐろ芸術文化振興プラン」改定にあたっての意見（中間のまと

め）に対する区民意見募集 

      ７月  ・第７回 懇話会開催 

      ８月  ・第８回 懇話会開催 

         ・懇話会から区へ「めぐろ芸術文化振興プラン」改定にあたっての意見提出 

      ９月  ・第４回 検討会開催 

     １１月 ・第５回 検討会開催 
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         資料 ４ 実績と評価 

 

 

 

「めぐろ芸術文化振興プラン」（１８～２５年度）の施策体系に沿った実績評価表 

   評語 評価基準  

   
Ａ 

他分野との連携や他の推進方策の内容を取り入れ、推進方策の目標

以上の事業実施をしている。 

 

   Ｂ 推進方策に沿った事業を実施し、定着している。  

   
Ｃ 

推進方策に沿った事業を実施したことがある、又は一部だけ実施し

ている。 

 

   Ｄ 事業実施していない。  

          
目標１ 芸術文化に親しむきっかけづくり 

【施策の方針】（１）鑑賞・創造・参加の機会の充実 

 ア 芸術文化に新たに接する機会の提供 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価留意点等

（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－１－１】 

充実 充実 

芸術文化を理解し親しむき

っかけとして実施している

公演、講座等は一定の入場

者数を得ています。事業に

よっては参加者にバラつき

があるものがあり、工夫の

余地はあります。 

B 

文化ホール、美術館、生

涯学習と各分野におい

て毎年安定した事業を

実施している。 

  入門的芸術文化講座の実施 

  （→№２－２－１参照） 

  区民の関心が高い芸術文化の分野

について、より分かりやすく解説

し、区民の興味を喚起する講座を実

施します。 

  【№１－１－２】 

充実 充実 

総合庁舎や区民キャンパス

のプラザでアウトリーチを

展開し成果をあげました。

なお、実施場所を工夫して

いく余地はあります。 
B 

文化ホール、美術館にお

けるアウトリーチ活動

及び区で行っているア

ートウィークの芸術文

化活動は、開催場所を広

げ、毎年安定した事業を

実施している。 

  公共施設を利用したミニコンサー

トの実施 

  （→№２－２－３参照） 

  目黒区文化ホールのアウトリーチ

活動の一環として、区立施設等での

小規模のコンサートを実施します。

また、高齢者施設や病院等の公共的

な施設での実施についても検討し

ていきます。 

  【№１－１－３】 

充実 充実 

毎年度、安定した需要と実

績があります。 

B 

総合庁舎への建築ガイ

ドツアーやアートウィ

ークの建築めぐり塾に

おいて、毎年安定した事

業を実施している。 

  公共施設を利用した教育普及事業

の実施 

  公共施設に区立芸術文化施設のス

タッフが出向き、美術等に関する教

育普及事業を行います。 
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 イ 芸術文化活動の場の充実 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価留意点等

（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－１－４】 

検討 

・ 

実施 

充実 

区民による芸術文化活動の

成果発表の場として、活動

団体等からの相談に応じな

がら、商店街や地域のお祭

り、各種施設での区内のイ

ベントにつなげるような工

夫をしていく余地はありま

す。 
Ａ 

区内イベントにおいて、

１８年度から区の補助

で実行委員会と商店街

等が連携してコンサー

ト等行っていたが、２３

年度以降区民で構成さ

れた実行委員会が独立

し実施に至っているケ

ースがある。 

また、新たに２２年度か

ら観光協会が銭湯での

芸術文化活動を実施し

ている。 

  教育機関・企業・商業施設その他の

公共施設のオープンスペースでの

芸術文化活動の実施【重】 

  区民の芸術文化活動の発表の場と

して、教育機関や企業の施設、駅等

の公共施設や商業施設を活用でき

るよう協力を要請していきます。 

・企業、商業施設のオープンスペー

スでの音楽団体の演奏 

・企業施設や駅等での区民作品の展

示 

・商店街のイベント等区内で行われ

る行事との連携等 

          
 ウ 芸術文化情報の収集・発信 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価留意点等

（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－１－５】 

検討 

・ 

実施 

充実 

芸術文化振興財団では、ホ

ームページのリニューアル

を行うなどの改善をしてお

り、継続的な工夫が期待さ

れます。 

Ｂ 

区のホームページ、文化

ホール、美術館のホーム

ページは整備されてお

り、安定した情報提供を

行っている。 

必要に応じて、リニュー

アルも実施している。 

  目黒区芸術文化情報ホームページ

の整備【重】 

  区で実施される芸術文化事業や区

内芸術文化施設の利用案内、芸術文

化活動団体等が検索できるホーム

ページの整備を行います。 

  【№１－１－６】 

検討 

・ 

実施 

充実 

事業の企画や実施を通じた

連携では、一定の実績があ

ります。芸術文化情報のネ

ットワークの形成では、工

夫の余地があります。 

Ｂ 

東京の美術館割引アプ

リの「ミューぽん」に加

入し、情報の発信力向上

に努めた。 

また、区内芸術文化団体

との情報交換の仕組み

づくりに努め、「パーシ

モン芸術文化ネットワ

ーク」を立ち上げた。 

  区内・近隣地域芸術文化情報ネット

ワークの形成【重】 

  （→№３－３－２参照） 

  区内と近隣の芸術文化施設や芸術

文化団体間で相互に情報交換やＰ

Ｒが行われる仕組みづくりを通し、

芸術文化施設や芸術文化団体間の

情報発信力を高めます。また、それ

らの施設・団体の内容や事業が検索

できるホームページの整備を行い

ます。 
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 エ 地域の様々な文化資源（＊１１）等との連携・協力   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－１－７】 

充実 充実 

観光協会での取組みをはじ

め、区内の観光資源を生か

す事業が多様な分野で実施

されています。観光資源と

の連携などをさらに工夫し

ていく余地はあります。 

Ａ 

観光分野だけでなく、区

民のイベント実行委員

会が自由が丘のスイー

ツフェスタでのコンサ

ートや、生涯学習分野で

の観光を含んだ芸術文

化ワークショップなど

様々な事業が展開され

ている。 

  区内の観光資源との連携・協力によ

る芸術文化事業の実施 

  ファッションやインテリア、個性の

ある商店街等、目黒区の様々な観光

資源と連携・協力し、目黒区の特色

を生かした芸術文化事業を行いま

す。 

  【№１－１－８】 

検討 

・ 

実施 

充実 

区や区関係団体が区内教育

機関や企業等と連携した事

業が多様な分野で実施され

ています。連携・協力の実

績を深めていくための工夫

の余地はあります。 

B 

大学等教育機関との連

携・協力は様々な分野に

おいて実施され毎年実

績を上げている。 

  教育機関・企業等との連携・協力に

よる芸術文化事業の実施 

  大学等教育機関の活動、区内企業の

メセナ活動や企業活動との連携・協

力により多様な芸術文化事業を行

います。 

          
 オ 多様な文化に出会う機会の充実 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意

点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－１－９】 

充実 充実 

多様な文化に触れる機会

を増やすため、芸術文化

事業の企画において、目

黒区国際交流協会などの

国際交流分野の団体との

連携を工夫していく余地

はあります。 

B 

毎年国際交流フェステ

ィバルへの支援を実施

している。 

  多様な文化を紹介する機会への支援 

  外国籍を持つ人を含む多くの区民・

団体等が行うそれぞれの文化を紹介

する機会に対し、必要な支援を行っ

ていきます。 

        

【施策の方針】（２）伝統文化との出会いの充実 

 ア 地域の文化財の保護   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意

点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－２－１】 

継続 継続 

取り組みができていま

す。 

B 

生涯学習と各分野にお

いて毎年安定した事業

を実施している。 

  地域の文化財の啓発・普及活動の充実 

  地域の文化財に関する案内資料の作成

や文化財めぐりの実施、また、学校等

での埋蔵文化財の展示等区民が地域の

文化財に接する機会を設けます。 
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  イ 学校での伝統文化に接する機会の充実 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－２－２】 

検討 

・ 

実施 

充実 

実演家派遣のほか、民間団

体と芸文財団との連携によ

る伝統文化紹介事業の実績

があります。伝統文化に関

心をもつきっかけづくりに

なるように、引き続き努め

ていく必要があります。 

B 

２２年度から生涯学習

分野において、伝統芸能

技能保持者派遣事業を

開始し、２６年度は区立

小学校２１校で実施し

ている。 

  区立学校への伝統芸能実演家派遣

事業の実施（試行）【重】 

  (→№２－１－２参照) 

  区立学校に和楽器や伝統芸能等の

実演家を派遣し、鑑賞や実演指導を

行うことにより、子どもたちが伝統

文化に関心を持つきっかけとして

いきます。 

          
  ウ 外国籍を持つ人が日本文化に接する機会の充実  

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№１－２－３】 

充実 充実 

日本文化に接する機会のの

提供では、国際交流分野や

生涯学習分野の実績があり

ます。多様な団体の取組み

を活かして、日本文化に接

する機会を確保していくよ

うに、引き続き努めていく

必要があります。 

B 

区主催による「国際交流

ひろば」事業を毎年実施

している。 

また、区では、毎年度実

施されている、国際交流

協会主催の「国際交流フ

ェスティバル」を支援し

ている。 

  様々な団体等による文化交流の機

会への支援 

  区民や団体等への連携・協力や支援

を通し、外国籍を持つ人が日本の文

化に接する機会の充実を目指しま

す。 

          

目標２ 活発な芸術文化活動の展開 

【施策の方針】（１）子ども、青少年への支援 

 
ア 学校での芸術文化に接する機会の充実  

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－１－１】 

検討 

・ 

実施 

充実 

区立学校への芸術家の派遣

により、子どもたちが優れ

た芸術に触れ、表現や創造

の楽しみを知り、ゆたかな

情操を身につける機会がも

たれています。演奏家に関

する情報を収集し区内の学

校の相談に応じていくな

ど、他の工夫を行う余地は

あります。 

B 

芸術文化振興財団が主

催となって、毎年、アウ

トリーチプログラムと

して区内小中学校でコ

ンサート等実施してい

る。 

  区立学校への芸術家派遣事業の実

施（試行）【重】 

  区立学校の要望に応じ芸術家を派

遣し、鑑賞や実演指導を行うプログ

ラムを整備し、子どもたちが優れた

芸術に触れ、表現や創造の楽しみを

知り、豊かな情操を身につけていく

機会としていきます。 
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  【№２－１－２】 

検討 

・ 

実施 

充実 №１－２－２に記載 B 

２２年度から生涯学習

分野において、伝統芸能

技能保持者派遣事業を

開始し、２６年度は区立

小学校２１校で実施し

ている。 

  区立学校への伝統芸能実演家派遣

事業の実施（試行）【重】 

  (→№１-２-２参照) 

  区立学校に伝統文化の実演家を派

遣し、鑑賞や実演指導を行い、子ど

もたちが伝統文化を体験し関心を

持つきっかけとしていきます。 

  【№２－１－３】 

充実 充実 

※実績なし 

（№２-１－１による区立

学校への芸術家派遣プログ

ラムは、主として子どもが

芸術に触れ、理解になるも

のです。と、同時に、教員

にとっても教材の一つとし

て活かすきっかけになりま

す。） 

B 

25 年度から、プロのダ

ンサーによる実技研修

を開始している。 

  芸術家による区立学校教員への芸

術文化研修事業の実施【重】 

  芸術家による区立学校教員に対す

る芸術文化研修プログラムを整備

し、教員の実技能力を高めます。さ

らに、芸術家と教師との取り組みに

よる学習プログラムの構築を検討

します。 

  【№２－１－４】 

継続 継続 

鑑賞や表現を通じて、豊か

な情操を育む機会となって

います。演奏家に関する情

報を収集し区内の学校の相

談に応じていくなど、他の

工夫を検討する余地はあり

ます。 

B 

毎年、パーシモンホール

において区立中学校音

楽鑑賞教室を実施して

いる。 

  音楽鑑賞教室の実施 

  目黒区文化ホールを利用し、区立学

校児童・生徒に対し、優れた鑑賞の

機会を設けます。 

  【№２－１－５】 

継続 継続 B 

毎年、パーシモンホール

において区立小・中学校

連合音楽会を開催し、定

着している。 

  連合音楽会の実施 

  目黒区文化ホールを利用し区立学

校が出演する音楽会を引き続き開

催します。 

  【№２－１－６】 

継続 継続 

芸術文化活動の現状や子供

の感性等を理解することが

できる展覧会として、実績

があります。美術館を知っ

てもらえる機会ともなって

います。区内の子どもの美

術活動を知る機会の確保に

ついて、他の工夫を検討す

る余地はあります。 

B 

毎年、美術館において

「めぐろの子どもたち」

展を開催し、定着してい

る。 

  連合展覧会の実施 

  （→№２-４-１参照） 

  目黒区美術館を利用し区立学校児

童生徒が制作した作品を展示・紹介

し、区民が区立学校での芸術文化活

動の状況を知る機会とします。 
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 イ 地域での芸術文化体験の機会の充実  

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意

点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－１－７】 

継続 継続 

子どもが芸術文化に触

れる機会の提供を、他団

体の活力を活用する方

法などを含めて多様に

工夫しています。 

B 

毎年、パーシモンホールに

おいて、親と子が共に楽し

めるコンサートを開催して

いる。 

また、子育て世代を応援す

るコンサートを共催するこ

とにより支援している。 

  地域での芸術文化体験への支援

【重】 

  地域で子どもを対象に自主的に行

われる芸術文化活動に対し、人材の

派遣、場の提供等を行い、活動の支

援を行っていきます。 

  【№２－１－８】 

継続 継続 

安定した参加を得て実

施されています。 

B 

生涯学習分野において、毎

年、児童合唱クラブを通年

にわたり実施している。 

  守屋教育会館合唱教室の実施 

  区内の小学生（区立以外も含む）が

参加する合唱教室の実施を通し、子

どもたちに芸術に親しみ、創造する

ことの喜びを体感する機会を提供

していきます。 

  【№２－１－９】 

充実 充実 

ワークショップの参加

者が真剣に取組んだ成

果を発表する機会があ

ることや、ギャラリーツ

アーにより作品の背景

を知る機会があり、優れ

た芸術文化活動への参

加の機会となっていま

す。発表会の会場設定で

は工夫の余地がありま

す。 

B 

「めぐろティーンズプログ

ラム」で始まった体験型芸

術文化のワークショップ

は、「パーシモン・パレット

プログラム」として定着し、

２５年度からは、めぐろ子

どもバレエ祭りにも参加体

験型コースが開始された。 

また、美術館においては、

毎年小学生に対するギャラ

リーツアーを実施してい

る。 

  区立芸術文化施設を利用した子ど

も・青少年対象プログラムの実施

【重】 

  目黒区文化ホール、目黒区美術館を

活用し、子ども、青少年世代が優れ

た芸術文化活動に参加する機会を

設けます。 

          

 ウ 芸術文化を通した学校間交流の促進 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意

点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－１－１０】 

検討 実施 

学校が参加できる機会

の把握に努め、工夫に努

めていきます。 
Ｃ 

目黒区文化祭の中で、区内

学校のサークルが複数参加

する事例はあるが、事業と

して定着したものではな

い。 

  区内学校が参加するジョイント形

式コンサートの開催 

  区内の学校が参加するコンサート

を開催し、芸術文化活動を通した学

校間の交流の機会としていきます。 
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 エ 幼児対象鑑賞・創造事業の実施 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－１－１１】 

充実 充実 

親子参加型の事業は、区施

設の特徴的な取組みのひと

つです。 

B 

毎年、パーシモンホール

において、親と子が共に

楽しめるコンサートを

開催している。 

また、美術館において

は、子どもと親のワーク

ショップを開催してい

る。 

  親子参加型芸術文化事業の実施 

  （→№２-２-１０参照） 

  目黒区文化ホールや目黒区美術館

を利用して就学前の子どもと保護

者が一緒に参加できる催物を開催

し、子どもが芸術文化に親しむきっ

かけとしていきます。 

          
 オ 青少年の芸術文化活動への支援    

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－１－１２】 

充実 充実 

今後も、事業の企画や実施

の過程で、青少年の意見を

活かすなどの工夫をしてい

く余地があります。 B 

２２年度までは都立芸

術高等学校美術作品展

を開催していた。 

また、青少年プラザにお

いて、青少年によるウィ

ンターフェスティバル

が開催されている。 

  青少年企画参加事業の実施 

  青少年が企画に参加する芸術文化

事業の実施を通し、青少年の地域へ

の参加と充実した活動へのきっか

けとしていきます。 

          

【施策の方針】（２）成人への支援 

 
ア 芸術文化に接する機会への支援    

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－２－１】 

充実 充実 

参加者がプログラムを通じ

て体験し、習得することで、

芸術文化への理解も深まる

機会となっています。 

音楽のワークショップで

は、文化ホールの小ホール

が発表会会場として活用さ

れていることもあり、参加

者にとって貴重な経験にな

っています。 

芸術文化分野と生涯学習分

野間での調整について、工

夫の余地はあります。 

B 

文化ホール、美術館、生

涯学習と各分野におい

て毎年安定した事業を

実施している。 

  入門的芸術文化講座の実施 

  （→№１-１-１参照） 

  区民の関心が高い芸術文化の分野

について、より分かりやすく解説す

る講座を実施します。 

  【№２－２－２】 

充実 充実 B 

文化ホール、美術館にお

いて毎年安定した事業

を実施している。 

  初心者参加ワークショップの実施 

  目黒区文化ホールや目黒区美術館

を利用し、初心者向けの参加型講座

事業を行い、芸術文化に接し、親し

むきっかけとしていきます。 
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  【№２－２－３】 

検討 

・ 

実施 

充実 

№１－１－２で記載 

B 

文化ホール、美術館にお

けるアウトリーチ活動

及び区で行っているア

ートウィークの芸術文

化活動は、毎年安定した

事業を実施している。 

  公共施設を利用したミニコンサー

トの実施 

  （→№１-１-２参照） 

  目黒区文化ホールのアウトリーチ

活動の一環として、区立施設等での

小規模のコンサートを実施します。 

  【№２－２－４】 

検討 実施 

美術館での企画展の関連事

業の内容に応じて夜間実施

を具体化しています。企画

の応じた時間設定を工夫し

ていく余地があります。 
C 

美術館では、成人世代を

意識した通常閉館時刻

以降の事業を実施して

いる。 

ただし、事業内容の全て

が夜間実施できるわけ

ではなく、定着には至っ

ていない。 

  区立芸術文化施設での事業実施日、

時間の検討 

  成人が区立芸術文化施設を容易に

利用できるよう事業実施日・実施時

間の検討を行います。 

  【№２－２－５】 

検討 

・ 

実施 

充実 

芸術文化事業の実施や支援

を通じて芸文財団が蓄積し

た各種の情報を、区民から

の個々の相談に応じて情報

提供している実績がありま

す。こうした情報提供を拡

充していくため、工夫の余

地はあります。 

Ｄ 

情報の蓄積及び情報の

提供はしているが、体制

の確立には至っていな

い。 

  芸術文化に関する情報提供体制の

確立【重】 

  多様な芸術文化情報の中から、必要

としている人が、必要としている情

報を探し出すことができる方策を

検討します。 

          

 イ 芸術文化に関する経験の地域還元への支援   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－２－６】 

充実 充実 

事業の企画・運営への区民

参加の手法は、多様な分野

と方法で取組まれていま

す。 

Ａ 

文化ホールにおいて区

民意見の反映による企

画を立てたり、美術館に

おいて各種ボランティ

アによる自主的なワー

クショップ運営やラウ

ンジ運営をしており、定

着実施している。 

生涯学習分野において

は、地域サークル講座を

各種実施している。 

  区民の参画による芸術文化事業の

実施【重】 

  （→№３-１-５参照） 

  （→№３-２-１参照） 

  （→№３-２-３参照） 

  企画・運営への区民の主体的な参加

による芸術文化事業を実施し、区民

の知識・技能・意欲を発揮する機会

としていきます。 
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  【№２－２－７】 

継続 継続 

文化ホールでは、芸術文化

登録団体が日ごろの活動成

果を発表するための会場等

に関する相談に応じていま

す。芸術文化事業の実施や

支援を通じて芸文財団が蓄

積した各種の情報を、区民

からの個々の相談に応じて

情報提供している実績があ

ります。情報提供を拡充す

るための工夫の余地はあり

ます。 

C 

芸術文化登録団体はボ

ランティアの意向把握

ができているが、他の把

握はできていない。 

  地域・学校等での芸術文化活動に関

わることができる人材の把握【重】 

  （→№２-３-２参照） 

  地域、学校等での芸術文化活動にボ

ランティアとして関わることがで

きる人材を把握します。 

          

 ウ 子育て世代の芸術文化活動への支援   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－２－８】 

充実 充実 

保育対応を行うことで芸術

文化に親しむ機会を確保し

ています。 
B 

文化ホール主催事業で

は保育対応をしている。   保育付き芸術文化事業の実施 

  目黒区文化ホール主催事業での保

育付きを推進します。 

  【№２－２－９】 

検討 実施 

親子参加型の事業を実施す

ることで、子どもが芸術文

化に接する機会となってい

ます。 

C 

親子参加型事業の実施

はしているが、主催事業

全てでの親子席の設置

等はしていない。 

  目黒区文化ホール親子席の検討 

  目黒区文化ホール主催事業での親

子が他の観客に気兼ねなく鑑賞で

きる席の設置について検討します。 

  【№２－２－１０】 

充実 充実 B 

毎年、パーシモンホール

において、親と子が共に

楽しめるコンサートを

開催している。 

また、美術館において

は、子どもと親のワーク

ショップを開催してい

る。 

  親子参加型芸術文化事業の実施

【重】 

  （→№２-１-11 参照） 

  目黒区文化ホールや目黒区美術館

を利用して就学前の子どもと保護

者を対象とした催物を開催し、子ど

もが芸術文化に接するきっかけと

していきます。 
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【施策の方針】（３）高齢者への支援 
  
   ア 芸術文化に関する経験の地域還元への支援 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－３－１】 

充実 充実 

高齢者が中心的な構成メン

バーになっている芸術文化

団体への支援を通じて情報

を蓄積し、事業企画に活か

すなどの実績があります。 

B 

高齢者センターにおい

て毎年、自主的事業を実

施している。 

また、老人いこいの家に

おいて地域交流会を開

催し、芸術文化体験を実

施している。 

  高齢者の参加による芸術文化事業

の実施 

  高齢者が企画・運営に主体的に参加

できる芸術文化事業を実施してい

きます。 

  【№２－３－２】 

継続 継続 №２－２－７に記載 C 

芸術文化登録団体はボ

ランティアの意向把握

ができているが、他の把

握はできていない。 

  地域・学校等での芸術文化活動に関

わることができる人材の把握【重】 

  （→№２-２-７参照） 

  地域、学校等での芸術文化活動にボ

ランティアとして関わることがで

きる人材を把握します。 

          

 イ ユニバーサルデザイン（＊１５）による事業・施設運営の推進   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－３－３】 

充実 充実 

施設の現況を前提に、高齢

者の移動等への配慮を運用

面で工夫するよう努めてい

ます。 

C 

課題として、文化ホール

２階席への円滑な移動

手段の確保、補聴設備の

検討、拡大鏡等の検討な

ど考えられる。 

  高齢者の移動等を考慮した施設運

営の充実 

  高齢者の施設利用について、運用面

での充実を目指します。 

          

【施策の方針】（４）障害がある人への支援 

 ア 障害がある人の芸術文化活動の紹介   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－４－１】 

継続 継続 №２－１－６で記載 B 

毎年、美術館において

「めぐろの子どもたち」

展を開催している。 

  連合展覧会の実施 

  （→№２－１－６参照） 

  連合展覧会での心身障害学級児童

生徒の作品展示を通し、区民が心身

障害学級での芸術文化活動の状況

を知る機会とします。 
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  【№２－４－２】 

充実 充実 

障害のある人の芸術文化活

動を紹介する機会を設ける

ことは大切です。情報を収

集し企画につなげるための

工夫の余地はあります。 
Ｃ 

毎年、障害者週間記念事

業をパーシモンホール

で開催している。 

聴覚障害者に対して「身

体で聴こう音楽会」を毎

年開催して定着してい

る。 

今後、創作活動へのアプ

ローチも検討していく

必要がある。 

  障害のある人の芸術文化活動の区

立芸術文化施設事業での紹介 

  障害がある人の作品展示や上演活

動の紹介を通し、障害がある人の芸

術文化活動を支援するとともに、障

害がある人への正しい理解を得る

機会としていきます。 

          

 イ 障害がある人とない人の交流による芸術文化活動への支援   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－４－３】 

検討 実施 

障害のある人とない人が参

加する創作活動を行う機会

を設けるため、情報を収集

し企画につなげる工夫を行

う余地があります。 Ｄ 

民間団体主催の、障害を

もつ人ともたない人と

が共に参加する芸術文

化事業を後援し、関係者

や一般区民への啓発支

援した実績はあるが、区

主催事業の企画、実施に

は至らなかった。 

  障害がある人とない人が参加する

創作活動の実施 

  区立芸術文化施設で障害がある人

とない人が参加する創作活動を区

民とともに企画、実施し、双方が理

解し合いながらの芸術文化活動を

展開します。 

          

 ウ ユニバーサルデザインによる事業・施設運営の推進   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№２－４－４】 

充実 充実 

施設の現況を前提に、障害

のある人の移動等への配慮

を運用面で工夫するよう努

めています。 C 

体感音響システムを導

入したコンサートを実

施したり、ハード面での

充実は図っているが、一

般公演における運用面

では、まだ充実の余地が

ある。 

  障害がある人の移動等を考慮した

施設運営の充実 

  障害がある人の施設利用について、

運用面での充実を目指します。 
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目標３ 文化縁の形成 

【施策の方針】（１）担い手を得る   

   ア 芸術文化活動に関する人的情報の収集と提供    

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－１－１】 

検討 

・ 

実施 

充実 

芸文財団では、事業の実施

や他団体への支援や相談な

ど、多様な業務を通じて蓄

積した芸術家の情報を、新

たな事業の企画化や、区民

等からの相談に対する情報

提供に活かしています。な

お、個人情報に係る公開に

は、慎重な検討が求められ

ます。 

B 

文化ホール、美術館共に

目黒区ゆかりの芸術家

の情報を蓄積し、事業展

開に活かす形にしてい

る。 

  目黒区に関係する芸術文化に関す

る人材情報の整備【重】 

  区内で芸術文化活動を行う人、区に

関係する芸術文化に関する人の情

報について、本人の承諾のもと、収

集、整備し公開していきます。 

          
 イ 芸術文化と社会をつなぐ区民の活動への支援    

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－１－２】 

充実 充実 

文化ホール及び美術館で、

それぞれボランティアの参

加により、事業の効果を高

めています。 
A 

美術館において各種ボ

ランティアによる自主

的なワークショップ運

営やラウンジ運営をし

ており、定着実施してい

る。 

  目黒区美術館のボランティア活動

の活性化【重】 

  区民の参加による目黒区美術館運

営に向け、目黒区美術館ボランティ

アとの協力を推進します。 

  【№３－１－３】 

検討 

・ 

実施 

充実 C 

ホールボランティアの

参加公演及びボランテ

ィア会の企画制作公演

の実績はあるが、定着し

た組織には至っていな

い。 

  めぐろパーシモンホールボランテ

ィア組織の検討【重】 

  区民の参加によるホール運営に向

け、ホールボランティア組織と活動

のあり方について検討します。 

  【№３－１－４】 

検討 

・ 

実施 

継続 

文化ホールでは、芸術文化

事業を企画する際に収集し

た情報をもとに、芸術文化

活動団体からの相談に応じ

て発表機会の情報提供をし

ています。福祉分野の施設

等での需要については、情

報収集を工夫していく余地

はあります。 

C 

チャリティコンサート

の実績はあるが、ボラン

ティア活動を行ってい

る団体との連携・協力体

制は築けていない。 

  芸術文化に関するボランティア活

動を行っている団体との連携 

  社会福祉法人目黒区社会福祉協議

会とも連携し、芸術文化に関するボ

ランティア活動を行っている団体

との連携・協力の関係を築いていき

ます。 
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 ウ 芸術文化活動を企画・運営する人の育成と支援 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留

意点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－１－５】 

充実 充実 
№３－２－１でまと

めて掲載 
A 

文化ホールにおいて区民意

見の反映による企画を立て

たり、美術館において各種

ボランティアによる自主的

なワークショップ運営やラ

ウンジ運営をしており、定

着実施している。 

生涯学習分野においては、

地域サークル講座を各種実

施している。 

  区民が企画に参加する芸術文化事業

の実施【重】 

  （→№２-２-６参照） 

  （→№３-２-１参照） 

  （→№３-２-３参照） 

  区民が企画・運営に主体的に参加で

きる芸術文化事業を実施していきま

す。 

  【№３－１－６】 

実施 継続 

文化ホールへの親し

みを増す機会を多様

に提供するよう努め

ています。 
C 

バックステージツアーなど

実績はあるが、定着した事

業には至っていない。 

  区立芸術文化施設の設備見学事業の

実施【重】 

  区民が区立芸術文化施設をより身近

なものと感じることができることを

目的に施設見学会を実施します。 

          
 エ 新進芸術家への支援      

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留

意点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－１－７】 

充実 充実 

芸文財団では、新進芸

術家の特徴を活かせ

る公演企画や展覧会

企画を工夫し、特徴あ

る事業として実施し

ています。 

B 

未来の音シリーズ等、今後

活躍が期待される芸術家の

コンサートなどを毎年実施

し、定着している。 

  新進芸術家の活動を紹介する機会の

実施【重】 

  区内在住、区にゆかりのある芸術家

を中心に、今後活躍が期待される芸

術家を発掘し、活動を紹介する公演

や展覧会を開催します。 

          
 オ 区内在住・区にゆかりのある芸術家との連携・協力 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意

点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－１－８】 

充実 充実 

目黒区ゆかりの芸術家を

文化ホールでの公演や美

術館の展覧会で紹介する

取組みを、特色あるもの

として実施しています。

なお、会場の設定では工

夫の余地があります。 

B 

区内にゆかりのある芸術

家による公演及び展覧会

を毎年実施し、定着して

いる。 

  区内在住・区にゆかりのある芸術家

の活動を紹介する機会の実施【重】 

  区内在住、区にゆかりのある芸術家

の活動を紹介する公演や展覧会を

開催します。 
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【施策の方針】（２）芸術文化活動をつなぐ 

 ア 区民等との連携・協力による芸術文化事業の推進 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意

点等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－２－１】 

充実 充実 

主に区内の芸術文化推進

団体等と連携しながら、

団体による発表の機会や

区民が幅広く芸術文化に

触れる機会をもてるよう

に取組まれています。 A 

文化ホールにおいて区民

意見の反映による企画を

立てたり、美術館におい

て各種ボランティアによ

る自主的なワークショッ

プ運営やラウンジ運営を

しており、定着実施して

いる。 

生涯学習分野において

は、地域サークル講座を

各種実施している。 

  区民等が企画に参加する芸術文化

事業の実施【重】 

  （→№２-２-６参照） 

  （→№３-１-５参照） 

  （→№３-２-３参照） 

  芸術文化事業の企画・実施への区民

の積極的な参加により事業を実施

していきます。 

  【№３－２－２】 

継続 継続 

区民の日ごろの芸術文化

活動の成果を区民に知っ

てもらえる機会として支

援しています。 

B 

毎年、目黒区文化祭を実

施している。   目黒区文化祭の実施 

  （→№３-２-４参照） 

  関係団体との調整を図り、目黒区文

化祭を実施していきます。 

          

 イ 芸術文化関係団体間の交流の機会の充実 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－２－３】 

充実 充実 

地域に密着した区内の各種

団体が関わりを相互に持ち

ながら、区民が幅広く芸術

文化に触れる機会をもてる

よう、芸文財団も支援しな

がら区民主体の事業が実施

されています。 
A 

文化ホールにおいて区

民意見の反映による企

画を立てたり、美術館に

おいて各種ボランティ

アによる自主的なワー

クショップ運営やラウ

ンジ運営をしており、定

着実施している。 

生涯学習分野において

は、地域サークル講座を

各種実施している。 

  区民が企画に参加する芸術文化事

業の実施【重】 

  （→№２-２-６参照） 

  （→№３-２-１参照） 

  （→№３-１-５参照） 

  区民が企画・運営に主体的に参加す

る形態の芸術文化事業の実施に向

け、区民等との連携、参加主体間の

連携への支援を通し、区民等の自主

的な芸術文化活動への支援を行っ

ていきます。 
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  【№３－２－４】 

継続 継続 №３－２－２に記載 B 

毎年、目黒区文化祭を実

施している。   目黒区文化祭の実施 

  （→№３-２-２参照） 

  目黒区文化祭の開催を通し、区内の

芸術文化団体の交流がより深まる

ことを目指します。 

          

 ウ 区立芸術文化施設と区内の公立・民間芸術文化施設との連携・協力による芸術文化事業の実施 

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－２－５】 

検討 実施 

他の美術館や文化施設と連

携した事業の企画化に努め

ています。さらに事業連携

の機会を深めていくための

工夫の余地はあります。 

B 

区内にある美実館、民芸

館や民間企業との共同

企画による展覧会及び

ワークショップなど実

施している。 

  区内の美術館との共同企画による

美術館事業の企画・実施 

  区内の公立美術館、民間美術館との

共同による調査研究、展覧会事業の

企画・実施を検討します。 

  【№３－２－６】 

検討 実施 

個々の事業での他文化施設

との企画連携等を実施して

います。各文化施設の運営

主体が異なることを踏ま

え、事業企画を中心とした

連携を深めるための情報交

換等を工夫していく余地は

あります。 

Ｄ 

ホールと美術館との共

同企画などを通じ、連

携・協力方法等を調査、

研究しているが、事業形

態（対象、鑑賞時間の制

約等）が異なるため、連

絡会の検討には至って

いない。 

  区内文化施設連絡会（仮称）の検討

【重】 

  ホール、劇場、美術館、博物館等区

内の様々な文化施設と連携・協力の

推進に向けた連絡組織のあり方を

検討します。 

          

【施策の方針】（３）近隣地域との連携・協力 

 ア 近隣の芸術文化施設・団体と連携・協力した芸術文化事業の実施   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－３－１】 

検討 実施 

個々の事業での近隣文化施

設との連携等を実施してい

ます。各美術館の運営主体

が異なることを踏まえ、事

業企画を中心とした連携を

深める観点での情報交換等

を工夫していく余地はあり

ます。 

C 

文化ホールと目黒区美

術館、目黒区美術館と東

京都庭園美術館など共

同企画による事業実績

はあるが定着には至っ

ていない。 

  近隣の劇場、ホール、美術館等との

共同企画による芸術文化事業の実

施 

  身近な地域でのより充実した芸術

文化事業の開催を目指し、近隣の劇

場、ホール、美術館等との共同によ

る芸術文化事業の企画を検討しま

す。 
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 イ 近隣の芸術文化施設・団体の事業情報の収集と発信   

  
推進方策及び概要 

計画目標 前期における評価・留意点

等（Ｈ24 年 5 月） 

評

語 
評価理由 

  前期 後期 

  【№３－３－２】 

検討 

・ 

実施 

継続 №１－１－６に記載 Ｂ 

東京の美術館割引アプ

リの「ミューぽん」に加

入し、情報の発信力向上

に努めた。 

また、区内芸術文化団体

との情報交換の仕組み

づくりに努め、「パーシ

モン芸術文化ネットワ

ーク」を立ち上げた。 

  区内・近隣地域芸術文化施設・団体

情報ネットワークの整備【重】 

  （→№１-１-６参照） 

  区内と近隣の芸術文化施設や芸術

文化団体間で相互に情報交換やＰ

Ｒが行われる仕組みづくりを通し、

芸術文化施設や芸術文化団体間の

情報発信力を高めます。 

また、それらの施設・団体の内容や

事業が検索できるホームページの

整備を行います。 
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「めぐろ芸術文化振興プラン」に対する総合評価表 

目
標 

施策の 

方針 
推進方策 

評語 
総合評価 

Ａ Ｂ Ｃ D 

芸
術
文
化
に
親
し
む
き
っ
か
け
づ
く
り 

鑑賞・創造・参加

の機会の充実 

【№1-1-1】 
 

● 
  

・Ａ評価及びＢ評価のみであり、推進方策は安定した事業実

施を継続している。 

・施策の方針としては、目標を達成するための取り組みに一

定の成果があったと評価できる。 

【№1-1-2】 
 

● 
  

【№1-1-3】 
 

● 
  

【№1-1-4】 ● 
   

【№1-1-5】 
 

● 
  

【№1-1-6】 
 

● 
  

【№1-1-7】 ● 
   

【№1-1-8】 
 

● 
  

【№1-1-9】 
 

● 
  

伝統文化との出会

いの充実 

【№1-2-1】 
 

● 
  

・Ｂ評価のみであり、概ね推進方策は安定した事業実施を継

続しており、目標を達成するための推進方策の取り組みは一

定の成果があったと評価できる。 

【№1-2-2】 
 

● 
  

【№1-2-3】 
 

● 
  

子ども、青少年へ

の支援 

【№2-1-1】 
 

● 
  

・概ねＢ評価であるが、【№2-1-10】（区内学校ジョイント

形式コンサートの開催）においてＣ評価が見られる。 

【№2-1-2】 
 

● 
  

【№2-1-3】 
 

● 
  

【№2-1-4】 
 

● 
  

【№2-1-5】 
 

● 
  

【№2-1-6】 
 

● 
  

【№2-1-7】 
 

● 
  

【№2-1-8】 
 

● 
  

【№2-1-9】 
 

● 
  

【№2-1-10】 
  

● 
 

【№2-1-11】 
 

● 
  

【№2-1-12】 
 

● 
  

活
発
な
芸
術
文
化
活
動
の
展
開 

成人への支援 

【№2-2-1】 
 

● 
  

・Ａ評価からＤ評価まで、施策によって偏りがあり、全体と

しては６０％の事業実施定着である。 

・中でもＤ評価であった【№2-2-5】（必要とする情報検索

の方策づくり）や C評価であった【№2-2-7】（ボランティ

ア人材の把握）においては、具体的な推進方策を再検討する

必要がある。 

【№2-2-2】 
 

● 
  

【№2-2-3】 
 

● 
  

【№2-2-4】 
  

● 
 

【№2-2-5】 
   

● 

【№2-2-6】 ● 
   

【№2-2-7】 
  

● 
 

【№2-2-8】 
 

● 
  

【№2-2-9】 
  

● 
 

【№2-2-10】 
 

● 
  

 【№2-3-1】  ●   ・高齢者センターにおいて毎年、事業を実施しているが、 
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目
標 

施策の方針 推進方策 
評語 

総合評価 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

（活
発
な
芸
術
文
化
活
動
の
展
開
） 

高齢者への支援 

【№2-3-2】 
  

● 
 

一方で高齢者は支援の推進方策に関わらず、老人いこいの家

等において地域交流会を開催するなど、芸術文化体験を実施

している。これらの活動も活用していく取組みの検討の必要

が認められる。 
【№2-3-3】 

  
● 

 

障害がある人への

支援 

【№2-4-1】 
 

● 
  

・実施していないＤ評価の【№2-4-3】（障害をもつ人とも

たない人が参加する創作活動)において、実施できなかった

課題の解決や異なるアプローチも含め検討の必要が認めら

れる。 

【№2-4-2】 
  

● 
 

【№2-4-3】 
   

● 

ユニバーサルデザ

インによる事業・

施設運営の推進 

【№2-4-4】 
  

● 
 

・【№2-4-4】障害をもつ人の移動を考慮した施設運営の充

実は、聴覚障害者対象コンサートの実施のみである。他の障

害についても、さらなる工夫と検討の必要が認められる。 

文
化
縁
の
形
成 

担い手を得る 

【№3-1-1】 
 

● 
  

・概ねＡ及びＢ評価であるが、【№3-1-3】（文化ホールボ

ランティア組織)、【№3-1-4】（ボランティア団体との連携）

及び【№3-1-6】(施設見学会)においてＣ評価が見られ、事

業が定着には至っていない状況である。 

・文化ホールボランティアの育成、活用において、さらなる

取り組みの必要が認められる。 

・区立芸術文化施設を、区民により身近なものと感じてもら

えるよう、さらなる取り組みの必要が認められる。 

【№3-1-2】 ● 
   

【№3-1-3】 
  

● 
 

【№3-1-4】 
  

● 
 

【№3-1-5】 ● 
   

【№3-1-6】 
  

● 
 

【№3-1-7】 
 

● 
  

【№3-1-8】 
 

● 
  

芸術文化活動をつ

なぐ 

【№3-2-1】 ● 
   

・概ねＡ及びＢ評価であるが、実施していないＤ評価の 

【№3-2-6】(区内文化施設連絡会の検討)において、実施で

きなかった課題の解決や異なるアプローチも含め検討の必

要が認められる。 

・区内の様々な文化施設と連携・協力の推進に向けた連絡組

織を検討するためには、区内の芸術文化分野における施設の

洗い出しから取り組みの必要が認められる。 

【№3-2-2】 
 

● 
  

【№3-2-3】 ● 
   

【№3-2-4】 
 

● 
  

【№3-2-5】 
 

● 
  

【№3-2-6】 
   

● 

近隣地域との連

携・協力 

【№3-3-1】 
  

● 
 

・推進方策に沿った事業を実施したことがあるが、定着には

至っていない推進方策がある。 

・引き続き推進方策を継続し、取り組みの必要があると評価

する。 
【№3-3-2】 

 
● 

  

合計 7 35 12 3 

・概ね推進方策に沿った事業実施をしており、実施実績のあ

るものは５４/５７事業である。 

・定着している３８事業はさらなる展開を図る。 

・実施実績はあるが定着に至っていない１５事業は、推進方

策を継続し行っていく。 

・未着手の３事業は、必要性を見極めた上で施策を再検討す

る必要を認める。 
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         資料 ５ 目黒区芸術文化振興計画改定懇話会設置要綱及び名簿 

 

 

 

 

 

平成２６年６月１２日付け目区文第４１８号決定 

（設置） 

第１条 芸術文化振興に関する計画の改定に際し、目黒区における芸術文化振興のあり方について、

多様な分野から専門的な助言を得るため、目黒区芸術文化振興計画改定懇話会（以下｢懇話会｣と

いう。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会は、次の事項を所掌する。 

(1) 芸術文化振興の目指すべき目標に関すること。 

(2) 芸術文化振興に関する施策の基本的方向に関すること。 

(3) 区の役割、区民等との連携・協力のあり方をはじめとする芸術文化振興の進め方の基本的な方針

に関すること。 

（構成） 

第３条 懇話会は、区長が委嘱する委員１２人以内をもって組織する。 

２ 前項に規定する者は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 学識経験者・専門家   ６人程度 

(2) 芸術文化関係団体関係者 ２人程度 

(3) 教育関係者       ２人程度 

(4) 区内に居住する者    ２人程度 

（委員の任期） 

第４条 前条に規定する委員の任期は、委嘱の日から２年間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期

間とする。 

（座長及び副座長） 

第５条 懇話会に座長及び副座長を各 1 人置き、委員のうちから互選により定める。 

２ 座長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集） 

第６条 懇話会は、座長が招集する。 

２ 会議は、原則として公開とする。 

（意見聴取） 

第７条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意

見を聴くことができる。 

（小委員会） 

第８条 懇話会は、懇話会の円滑な運営を図るため、小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会の委員は、第３条に定める委員及び懇話会が必要と認める者から、座長が指名する。 

（事務局） 

第９条 懇話会の庶務は、文化・スポーツ部文化・交流課が担当する。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。 
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付 則 

この要綱は、平成２６年６月１２日から施行する。 

 

 

目黒区芸術文化振興計画改定懇話会委員名簿 

委員は５０音順、敬称略 

座長 美山 良夫 慶応義塾大学文学部名誉教授、 

副座長 垣内 恵美子 
政策研究大学院大学文化政策プログラムディレ

クター、教授 

委員 石田 園枝 公益財団法人北野生涯教育振興会 課長 

委員 石丸 靖治 目黒区立鷹番小学校長 

委員 植田 健二 ヤマハ目黒吹奏楽団団長 

委員 奥津 健太郎 伝統文化継承者（能楽師和泉流狂言方） 

委員 小野田 桜子 区民 

委員 中川 歩美 
公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウン

シル東京調査員 

委員 永久保 佳孝 目黒区立第七中学校長 

委員 丹羽 浩二 
(学校法人)田村学園 多摩大学目黒中学校・高等

学校 教頭 

委員 望月 昇 目黒区文化団体連合会副会長 

委員 横山 利夫 
公益財団法人新日本フィルハーモニー交響楽団 

専務理事 
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         資料 ６ 目黒区芸術文化振興計画改定検討会設置要領 

 

 

 

 

 

平成２６年６月１２日付け目区文第４０６号決定 

（設置） 

第１条 目黒区芸術文化振興条例（平成１４年７月目黒区条例第４３号）第４条に定める計画（以 

 下「芸術文化振興計画」という。）の改定に関し、必要事項を検討することを目的として、目

黒区芸術文化振興計画改定検討会（以下「検討会」という。）を設置し、その所掌事項、組織

及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、次の事項について審議する。 

（１）芸術文化振興計画の改定に関する事案を検討すること。 

（２）その他目黒区の芸術文化振興について必要な事案を検討すること。 

（組織） 

第３条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

 ２ 委員長は、文化・スポーツ部長をもって充てる。 

 ３ 副委員長は、文化・スポーツ部文化・交流課長をもって充てる。 

 ４ 委員は、芸術文化振興施策との関わりを考慮し、次に掲げるものとする。 

（１）企画経営部政策企画課長 

（２）産業経済部産業経済・消費生活課長 

（３）健康福祉部高齢福祉課長 

（４）健康福祉部障害福祉課長 

（５）子育て支援部子育て支援課長 

（６）教育委員会事務局教育指導課長 

（７）教育委員会事務局生涯学習課長 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第４条 委員長は、検討会を代表し、会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（招集等） 

第５条 検討会は、委員長が招集する。 

（意見聴取） 

第６条 検討会は、事業展開を効果的に行う取組みの重点化について専門的な助言等を得るため

必要があると認めるときは、第３条に定める委員のほか、オブザーバーとして 公益財団法人 目黒

区芸術文化振興財団職員に出席を依頼し、説明を求め、又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 検討会の庶務は、文化・スポーツ部文化・交流課が担当する。 

（委任） 

第８条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、委員長が別

に定める。 
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付 則 

 この要領は、平成２６年６月１２日から施行する。 

 

目黒区芸術文化振興計画策定検討会名簿 

 

委員 

職 備 考 

文化・スポーツ部長 委員長 

企画経営部政策企画課長  

産業経済部産業経済・消費生活課長  

文化・スポーツ部文化・交流課長 副委員長 

健康福祉部高齢福祉課長  

健康福祉部障害福祉課長  

子育て支援部子育て支援課長  

教育委員会事務局教育指導課長  

教育委員会事務局生涯学習課長  

 

オブザーバー 

職 備 考 

めぐろパーシモンホール館長  

目黒区美術館副館長  
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         資料 ７ 用語説明 

 

 

 

 

 
アウトリーチ 

 文化芸術活動の一つ。文化芸術に接する機会や関心がない人々に対し、興味と関心を持たせるため

に芸術家・企画者側から働きかけるなどの様々な活動。例として、音楽家が学校や病院などの音楽ホ

ール以外の場所に出張して行う演奏活動などがある。 

（「東京都文化振興指針」より） 

 
ノーマライゼーション 

すべての人々が同じ社会の一員として他の人々と変わらない日常生活を営むことがノーマルな人

間生活であり、さらに障害をもつ人も地域を基盤として人々とともに生きていける社会がノーマルな

社会です。この両面をともに実現する社会を目指していくことをいいます。 

（「目黒区障害者計画」より） 

 
文化資源 

「文化資源とは、ある時代の社会と文化を知るための手がかりとなる貴重な資料の総体であり、こ

れを私たちは文化資料体と呼びます。文化資料体には、博物館や資料庫に収めきれない建物や都市の

景観、あるいは伝統的な芸能や祭礼など、有形無形のものが含まれます。」 

（文化資源学会設立趣意書より）  

文化資源の中でも、芸術作品や各種資料を中心とした文化資源を芸術文化資源と呼ぶ。 

 

メセナ活動 

企業が、即効的な販売促進・広告宣伝効果を求めずに、社会貢献の一環として行う芸術文化支援の

こと。具体的には、美術展や音楽会の主催、芸術文化団体への助成、文化施設の運営などが行われて

いる。 

（「東京文化ビジョン」より） 

 
ワークショップ 

  芸術家等の専門家の指導を受けながら、参加者が共同で創作、鑑賞、議論等を行う活動。 

（「東京文化ビジョン」より） 

 


